
 

様式第２号（その１）（第５条関係）  

就業証明書（就業用）  

 

別府市長  あて      年   月   日  

 

事業者情報  

事業者名    

代表者名                      （印）  

所  在  地    

電話番号    

担  当  者    

 下記勤務者は、下記のとおり就業していることを証明します。  

 なお、別府市及び大分県が行う移住支援事業に関する事務（審査、給付金交付後の状況確認等）のため、勤

務者の勤務状況、就業継続の有無、離職の有無、離職日その他必要な事項について、大分県及び別府市の求め

に応じて情報を提供し、又は照会に回答することについて、勤務者の同意を得ています。  

記  

勤務者情報  

勤務者氏名    

勤務者住所    

勤務先所在地    

勤務先電話番号    

就業年月日    年   月   日  

週所定労働時間  ☐ 週所定労働時間は 20 時間以上である。  

雇用期間の定め  ☐ 無期雇用契約である（雇用期間の定めなし）。  

新規就職の確認  
☐ 転勤・出向・出張・研修等による勤務地の変更ではなく、新

規の就職である  

マッチングサイト掲載日  
（ マ ッ チ ン グ サ イ ト 掲 載 求 人 の 場

合）  

  年   月   日  

マッチングサイト応募日  
（ マ ッ チ ン グ サ イ ト 掲 載 求 人 の 場

合）  

  年   月   日  

勤務者と代表者等との関係  
（ マ ッ チ ン グ サ イ ト 掲 載 求 人 の 場

合）  

☐ ３親等以内の親族に該当しない  

就業継続性の確認  
（プロ人材・先導的マッチングの場

合）  

☐ 目的達成後に離職することが前提ではない  

  



 

様式第２号（その２）（第５条関係）  

就業証明書（テレワーク用）  

 

別府市長  あて      年   月   日  

 

事業者情報  

事業者名    

代表者名                      （印）  

所  在  地    

電話番号    

担  当  者    

 

 下記勤務者は、下記のとおり就業していることを証明します。  

 なお、別府市及び大分県が行う移住支援事業に関する事務（審査、給付金交付後の状況確認等）のため、勤

務者の勤務状況、就業継続の有無、離職の有無、離職日その他必要な事項について、大分県及び別府市の求め

に応じて情報を提供し、又は照会に回答することについて、勤務者の同意を得ています。  

記  

 

勤務者情報  

勤務者氏名    

勤務者住所    

勤務先所在地    

勤務先電話番号    

就業年月日    年   月   日  

勤務先への出勤頻度  
 週 ・ 月 ・ 年   回 程 度  ／  行 か な い  ／  そ の 他

（        ）  

移住の意思  
所属先企業からの命令（転勤・出向・出張・研修等を含む）

ではない  

週あたりのテレワーク実施時間  週   時間以上（週 20 時間以上であること）  

業務継続の確認  
☐ 移住前（移住元）に従事していた業務を継続して行って

いる  

地域未来交付金等を活用した資

金提供の有無  

☐ 地域未来交付金（デジタル実装型）又はその前歴事業による

資金提供をしていない  

  



 

様式第２号（その３）（第５条関係）  

就業証明書（関係人口用）  

 

別府市長  あて      年   月   日  

 

事業者情報  

事業者名    

代表者名                      （印）  

所  在  地    

電話番号    

担  当  者    

 

 下記勤務者は、下記のとおり就業していることを証明します。  

 なお、別府市及び大分県が行う移住支援事業に関する事務（審査、給付金交付後の状況確認等）のため、勤

務者の勤務状況、就業継続の有無、離職の有無、離職日その他必要な事項について、大分県及び別府市の求め

に応じて情報を提供し、又は照会に回答することについて、勤務者の同意を得ています。  

記  

 

勤務者情報  

勤務者氏名    

勤務者住所    

勤務先所在地  
 

☐ 勤務先（事業者）は別府市内に所在する事業者である。  

勤務先電話番号    

就業年月日    年   月   日  

従事職種  

☐ 一般乗合旅客自動車運送業に従事するバス運転手  

☐ 一般乗用旅客自動車運送業に従事するタクシー運転手  

☐ 介護職員等（別府市内の介護保険法（平成９年法律第１２

３号）に規定する介護サービスを行う事業所、施設又は地

域包括支援センターに勤務する介護職員、利用者に直接介

護を行う従事者（訪問介護員を含む。）、介護支援専門員、

社会福祉士、保健師、看護師及び介護福祉士をいう。）  

週所定労働時間  ☐ 週所定労働時間は 20 時間以上である。  

雇用期間の定め  ☐ 無期雇用契約である（雇用期間の定めなし）。  

勤務者と代表者等との関係  ☐ ３親等以内の親族に該当しない  

 


